
徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 風 致 地 区 」 の 下 に 「 （ 二 以 上 の 市 町 村 の 区 域 に わ た る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

た い

第 二 条 第 一 項 中 「 知 事 」 の 下 に 「 （ 市 の 区 域 内 に あ つ て は 、 当 該 市 の 長 。 以 下 「 知 事 等 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 七 号 中 「 堆 積 」 を 「 堆 積 」 に 改 め 、 同 条

第 三 項 中 「 又 は 県 」 を 「 、 県 又 は 市 町 村 」 に 、 「 知 事 」 を 「 知 事 等 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 国 立 研 究 開 発 法 人 森 林 総 合 研 究 所

第 二 条 第 三 項 中 第 八 号 を 第 十 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

九 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構

第 二 条 第 三 項 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

六 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構

第 三 条 中 「 知 事 」 を 「 知 事 等 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 （ 同 項 第 四 号 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 業 務 」 を 「 第 一 号 、 第 二 号 イ 若 し く は 第 三 号 （ 水 資 源 開 発 施 設 に 係

る 部 分 に 限 る 。 ） に 規 定 す る 業 務 又 は 同 法 附 則 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 業 務 （ こ れ に 附 帯 す る 業 務 を 除 く 。 ） 」 に 改 め る 。

ぼ う た い

第 四 条 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 及 び 第 五 号 ハ の ()2 中 「 知 事 」 を 「 知 事 等 」 に 改 め 、 同 項 第 九 号 イ 中 「 地 貌 」 を 「 地 貌 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 中 「 堆 積 」 を 「 堆

積 」 に 改 め る 。

第 五 条 第 一 項 中 「 知 事 」 を 「 知 事 等 」 に 、 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 、 「 附 し 」 を 「 付 し 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 み ず か ら 」 を 「 自 ら 」 に 改 め 、 同 項 第 三

号 中 「 附 し た 」 を 「 付 し た 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 知 事 」 を 「 知 事 等 」 に 改 め る 。

第 四 十 八 号
徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 二 月 十 二 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 八 号 徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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第 六 条 第 一 項 中 「 知 事 」 を 「 知 事 等 」 に 、 「 行 な う 」 を 「 行 う 」 に 、 「 行 な わ れ て い る 」 を 「 行 わ れ て い る 」 に 改 め る 。

第 八 条 中 「 知 事 」 を 「 知 事 等 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

2 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 効 力 を 有 す る 改 正 前 の 徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 、 第 四 条 第

二 項 若 し く は 第 五 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 っ た 許 可 そ の 他 の 行 為 又 は 現 に 旧 条 例 第 二 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 対 し て 行 っ て い る 許 可 の 申

請 そ の 他 の 行 為 で 、 改 正 後 の 徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 又 は 第 五 条 の 規

定 に よ り 市 長 が 行 う こ と と な る 事 務 に 係 る も の は 、 そ れ ぞ れ こ れ ら の 規 定 に よ り 当 該 市 長 が 行 っ た 許 可 そ の 他 の 行 為 又 は 当 該 市 長 に 対 し て 行 っ た 許 可 の 申 請

そ の 他 の 行 為 と み な す 。

3 こ の 条 例 の 施 行 前 に 旧 条 例 第 三 条 の 規 定 に よ り 知 事 に 対 し 通 知 を し な け れ ば な ら な い 事 項 で 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に そ の 通 知 が さ れ て い な い も の に つ い

て は 、 こ れ を 新 条 例 第 三 条 の 規 定 に よ り 市 長 に 対 し て 通 知 を し な け れ ば な ら な い 事 項 に つ い て そ の 通 知 が さ れ て い な い も の と み な し て 、 同 条 の 規 定 を 適 用 す

る 。

4 こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 係 る 条 例 の 制 定 に 関 す る 基 準 を 定 め る 政 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 規 制 の 対 象 と な る 風 致 地 区 を 面 積 が 十 ヘ ク タ

ー ル 以 上 で あ っ て 二 以 上 の 市 町 村 の 区 域 に わ た る も の に 限 る と と も に 、 風 致 地 区 内 に お け る 行 為 の 許 可 等 を 行 う 者 を 市 の 区 域 に あ っ て は 当 該 市 の 長 と す る 等 の

必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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